
相談支援専門員が作成するサービス等利用計画【総合的な支援の方針の記述に当たって】 

R3.6.18 サンクスシェア 

１ 基本情報 

属性 

障がい児・障がい者であること 

障がい福祉サービス受給者であること 

 

２ 課題 

  強み 

課題→強み 

強み→課題  どちらの順番もあり 

 

３ 見立て 

  分析 

課題が起きているのはなぜなのか？ 

どのような根本要因があるからなのか？ 

「これは・・・と考えられます。」 

ここ大変重要！ 

相談支援専門員の生命線 

４ 支援の方策 どのような『視点』『考え方』で、 

どのような『配慮』や『対応』をしてくのかを記述 

※この方策を考える視点としては、 

「もの」「こと」「ひと」の３つの窓があります。 

つまり、「だれが」「なにを」「どのように」を記述 

※子どもの場合、家族支援が必要かどうかについても

見落とさないようにする。（必要に応じて地域支援） 

※「～～できるように支援

します」ではなく、「～～

できるように、〇〇の支援

をします」と記述する。 

５ モニ期間 

  3ヶ月の場合 

記述する内容は、「なぜ 6 ヶ月ではダメなのかの理由」

になっているかどうかのチェック 

 

 ※６ この方針欄と解決すべき課題の連動が必要 

 

【田中さとる支援計画文章例】 

１ 本人は、４年前、勤めていた社会福祉法人を自己都合で退職し、相談支援事業所を新規開設した代

表で 57 歳です。 

２ 前向きで、なんにでも積極的に取り組みますが（強み）、幅を拡げすぎて業務過多になり、また、

それを他のスタッフへも強要する面があり、事業所の業務負担として支障が出ています（課題）。 

３ これは、自分の思いを遂行することに意識が偏りすぎており、他者の状況や思いへの寄り添いが

不足していることに加え、残り少ない人生へのあせりが影響していると考えられます。 

４ そこで、まず、事業運営については、専門的な助言ができるアドバイザーの指導の下に（ひと）、

本人のやりたいことをイメージマップに書き出して整理し（もの）、しっかりと成果を見据えた上

で、これらを実行する無理のないスケジュール設定をする（こと）取り組みを支援します。 

また、スタッフへの配慮については、定期的に個別面談を実施して、スタッフの思いや願い、負担

感等を随時把握するとともに、スタッフが自分の考えを率直に表出できる仕組みづくりをお手伝

いします。 

具体的には・・・（書いても良いし書かなくてもよい。おそらく、解決すべき課題のところへ詳細

が出てくるはずです。） 

５ これらの取り組みには、定期的な仕組みづくりの導入評価が重要です。計画・実施・評価・改善の

サイクルの実効性を保つためにも、3 ヶ月ごとのモニタリング期間を申請します。 

 


